
１． 事業説明資料（事前提出）



納税協力会数．納付額等の推移

間

計対象の税目は、市民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税のみ。
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1７ 349団体 １６，９２３人 ７９団体 22.6％ 95.0％ 78.2％ 5,671,637円 35‘782.126円 １５．９％

1８ 334団体 16,370人 ８５団体 25.4％ 94.7％ 77.2％ －５，１４５，７６６円 35,557,626円 １４．５％

1９ 326団体 １６，００５人 ７５団体 23.0％ 94.5％ 76.3％ 5,114,751円 36,571,736円 １４．０％

2０ 307団体 １４，３２４人 ８６団体 28.0％ ９４１％ 75.0％ 4,833,433円 36,119,902円 １３．４％

2１ 292団体 １３．８１８人 ７５団体 25.7％ 94.5％ 73.9％ 4,558,602円 34,668,754円 １３．１％

2２ 285団体 １３．７１６人 ７２団体 25.3％ 94.5％ 76.2％ 4,332,063円 34,891,804円 １２．４％

2３ 280団体 １３６０８人 ７１団体 ２５．４％ 94.6％ ７５．８％ 4,181,057円 33,913,184円 １２．３％

2４ 275団体 11,323人 ８１団体 29.5％ 95.0％ 76.6％ 3.771,939円 32,582,346円 １１．６％

2５ 266団体 １１．０１２人 ７３団体 27.4％ 95.0％ 76.9％ ３６５５，６９２円 32,816,728円 １１．１％

2６ 258団体 10,943人 ６３団体 24.4％ 95.3％ 86.4％ 3,542,156円 36,670,739円 〃９．７％



○金沢市納税奨励規程

昭和３７年４月１日

告示第１０号

〔昭和２５年１０月１日告示第５０号金沢市納税奨励規程を全文改正〕

第１条納税 思 想 の 啓 発 及 び納税成績の向上を図るため、この規程

により設置する納税協力会及び納税貯蓄組合法（昭和２６年法律第

１４５号)第２条第１項に規定する納税貯蓄組合で市民税（普通徴収

に係る個人の市手民税に限る。）、固定資産税又は都市計画税の各税

（以下「市税」という。）を納入する組合（以下「納税協力会等」と

いう。）に対し、毎年度予算の範囲内において奨励金を交付する．

第２条納税協力会等は、納税資 器 金 の 貯 蓄 を 図 り 市 税 を 期 限 内 に 納

入するため、一定地域又は 職 域 内 若 し く は 同 一 業 種 の 納 税 義 務 者
〆

で組織するものとする。

第Ｓ条納税協力会等を設置しようとするときは、代表者は次の各

号に掲 げ る 事 項 を 市 長 に 届け出て、その承認を受けなければなら

ない。

（１）規約

（２）役員名簿

（３）会員又は組合員（以下「会員等」という。）の住所一氏名を記

載した《名簿

第４条納税協力会等は、解散しようとするとき、規約を改正しよ

うとするとき、又は役員若しくは会員等に異動を生じたときは、

直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

第５条奨励金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、

その額は、納税貯蓄組合法第１０条第１項ただし書に規定する費用

の額を限度とする。〆

（１）次の表の左欄に掲げる市税の納付件数(会員等に係る納期ご

とに納付すべき市税の件数（固定資産税及び都市計画税にあっ

ては、これらをあわせて１税目とみなして算定した件数とする。

以下同じ。）のうち、当該納期限までに納付した市税の件数をい

う。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

２



静

市税の納付件数の区分

４０件以上２００件未満

200件以上３００件未満

300件以上４００件未満

400件以上５００件未満

500件以上６００件未満

600件以上７００件未満

700件以上８００件未満

800件以上９００件未満

900件以上１，０００件未満

１，０００件以上

額

30,000円

５０，０００円

７０，０００円

９０，０００円

１１０，０００円

１３０，０００円
．砧

１５０，０００円

１７０，０００円

１９０．０００円

210,000円

（２）次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイ

に定める額に、市税の納付件数(口座振替の方法により納付され

た市税の納付件数を除く。以下この号において同じ。）を乗じて

得た額

ア納税協力会等が会員等に係るすべての納税通知書の送付を

受けて、市税を納付した場合市税の納付件数１件につき３００

円

イ会員等が個々に納税通知害の送付を受けて、市税を納付し

，た場合市税の納付件数１件につき５０円

（３）一の新たに設立した納税協力会等につき、20,000,円

２前項第２号に規定する市税の納付件数を算定する場合において

{ま、すべての納期に係る納付額に相当する金額の市税を一括して

納付した場合の件数は、これを１件とみなす。

第６条市長は、前条の規定によりその額を算定した当該年度に係

る奨励金を､：当該年度の末日までに交付する。

第７条市長は､≦納税成績の優良な納税協力会等及び会員等で、納

税上特に功労があった者に対し表彰することがある。

２市長は、納税成績が不良で改善の見込みがないと認められるも

の、又は著しく会員等の減少した納税協力会等に対してその承認

を取り消すことができる。へ



第８条市長は、必要に応じ 、 納 税 協 力 会 等 に 対 し 改 善 上 の 指 示 を

与え、又は諸帳簿その他の 書 類 の 提 示 並 び に 報 告 を 求 め る こ と が

できる。

附貝Iｌ

この告示は、昭和３７年４月１日から施行する。ただし、第５条中

第１号及び第２号に規定する奨励金で、昭和３７年４月中に交付する

奨励金の額の計算については、なお、従前の例による。

附則（昭和３８年４月１日告示第１６号）

この告示は、昭和３８年４月１日から施行する。ただし、この告示

による改正前の規程の規定に基づいて交付する第５条第１号及び第

２号に規定する奨励金で、昭和３８年４月中に交付する奨励金につい

ては<なお、従前の例による。

附則（昭和５３年３月２９日告示第１５号）

この告示は、昭和５３年４月１日から施行し、昭和５３年度分の奨

励金から適用する。

附則（昭和５６年４月３０日告示第３３号）

１この告示は、昭和５６年度 分 か ら の 奨 励 金 に つ い て 適 用 す る 。

２この告示の施行の際現に存する改正前の別記様式の書式による

用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和６３年３月２５日告示第１６号）

１この告示は、昭和６３年４月１日から施行する。

２改正後の第６条の規定は、昭和６３年度分からの奨励金について、

適用し、昭和６２年度分までの奨励金については、なお従前の例に

よる。

３この告示の施行の際現に存する改正前の別記様式の書式による

，用紙は､昭和63年４月30日まで使用することができる｡

附則（平成６年３月２８日告示第２７号）

１この告示は、平成６年４月１日から施行する。

２改正後の第５条の規定にかかわらず、:平成５年度分までの奨励

金については、なお従前の例による。



３平成６年度分の奨励金に限り、改正後の第５条第２号の規定に

かかわらず、同号中「200,000円」とあるのは、『300,000円」と

する。

１

２

附則（平成８年３月２９日告示第４９号）

この告示は、平成８年４月１日から施行する。

附則（平成１１年１２月２４日告示第２７０号）

この告示は、平成１２年４月１日から施行する。、

改正後の金沢市納税奨励規程の規定は、平成１２年.度分からの奨

励金について適用し、平成１１年度分までの奨励金については、な

=お従前の例による。

附則(平成１６年３月３１日告示第７１号）

この告示は、平成１６年４月１日から施行する。



2．事業説明資料（追加提出）



税務課

1．Ｈ２6年度１協力会当たりの平均納期内納付件数調(口座振替除<）

協力会種別

一括送付

142団体

個別送付

109団体

納付なし１０団体

※ 解散済６団体
解散手続き中４団体

合計

261団体

税目 納税義務者数

市県民税 1,561

固定･都計税 4,028

市県民税 1,351

固定･都計税 4,111

市県民税 ０

固定･都計税 ０

市県民税 2,912

固定･都計税 8,139

2．Ｈ２6年度口座振替加入率調

市 県民税

（晋通徴収）

固定資産税
都 市計画税

(参考）

軽自動車税

計

納税義務者数（ A ）

口座振替利用者数（B）

口座加入率（B)/(A）

納税義務者数 （ A ）

口座振替利用者数（B）

口座加入率（B)/(A）

納税義務者数（A）

口座振替利用者数（B）

口座加入率（B)/(A）

納税義務者数 （ A ）

口座振替利用者数（B）

口座加入率（B)/(A）

納期内納付件数

2,772

7,157

873

2,543

０

０

3,645

9,700

|呼
77,984

可

２１，４２０

27.47％

172,062

86,486

50.26％

９９，６３１

２０，４８７

20.56％

3４９，６７７

1２８，３９３

36.72％

(H26年度末現在）

1協力会当たりの
平均納期内納付件数

1９．５

50.4

8.0

23.3

０．０

0.0

1４．５

38.6

H２６年度 差引

(b） (b)一(a）

７７，５８８ △３９６

２１，５０７ 8７

27.72％ ０．２５％

1７２，７６３ 7０１

、

８８，６６８ ２，１８２

51.32％ 1.06％

1０１，５２９ 1，８９８

2１，２２２ 735

20.90％ 0.34％

3５１，８８０ 2，２０３

1３１，３９７ 3，００４

３７．３４％ 0.62％


